
★お問い合わせ:０３－３５４２－０１６１( T E L )
★入会申し込み:０３－３５４２－０１６４( FA X )

葛飾区食品衛生協会・事務局まで

★住所:〒１０４－００６１
東京都中央区銀座２－１０－18

東京都中小企業会館4階
一般社団法人東京都食品衛生協会内

w w w . k a t s u s h o k u . c o m

葛飾区食品衛生協会

食の安全・安心

ご入会について

入会申込書

氏名 住所

屋号 住所 葛飾区

法人名 代表者

店舗
電話

携帯

業種 面積 ｍ²

希望
組合名

お問い合わせ・申込み事項



葛飾区食品衛生協会とは？

【沿革】葛飾区食品衛生協会は、平成17年4月1日に葛飾食品衛生協会 （Ｓ

34.9.25設立）と葛飾北食品衛生協会（Ｓ34.9.25設立）が合併して設立
されました。

【目的】葛飾区内の食品等事業者が集結し、（一社）東京都食品衛生協会と連

携を図りながら、葛飾区保健所の指導のもとに、消費者の皆様に安全

で安心な食品を提供することを目的として活動しています。

【事業】

・自治指導員が店舗を巡回し衛生指導や助言に努めています。

・全会員を対象とした「食品衛生実務講習会」を毎年２月に開催。

・衛生知識向上のための管外研修会を実施。

・街頭相談において一般消費者に食中毒予防・食品衛生思想の普及啓発活動

を実施。

・食品衛生優良施設の表彰。

【加入のメリット】

<下記についてのお問い合わせ先
葛飾区食品衛生協会事務局 電話：０３－３５４２－０１６１

F A X： ０３－３５４２－０１６４>

①HACCPの制度化による衛生管理の一助として一般飲食店事業者の会員に対
し、「食品衛生管理ファイル」を、無料で配布します。

②食中毒等の万が一の補償対策として「あんしんフード君」（食中毒保険）に

加入できます。

③食品衛生の最近の話題・最新の情報を掲載した「食品衛生責任者お知らせ

版」が所属の業種組合から配布されます。

④電力・ガスの供給会社との提携により、「協会加入割引料金」にて利用でき

ます。

⑤クレジットカード加盟店の申込時に「協会特典サービス」が受けられます。

また、レジスター導入の際には、当協会割引による「レジシステム」が導入

できます。

⑥協会の構成業種組合のなかには、営業許可の申請（新規・更新）のサポート

にも取り組んでいる組合もあります。「新創業融資制度」や「生活営繕貸付

制度」の公庫融資が無担保無保証人で受けられます。（必要書類にご記入

いただいたあと審査があります。）

<上記についての葛飾区保健所窓口へのお問い合わせ・ご質問は
ご 遠 慮 く だ さ い >

東 京 都 葛飾区保健所

【協会の組織】

東京都食品衛生協会

葛飾区食品衛生協会

管内の業種組合
(葛飾区内の同業施設が組合を形成する団体)

指 導 ・ 助 言

総合的自主管理体制の 確立に向けての推進


